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日
本
人
と
捕
虜
―
愛
知
県
の
場
合
― 

松
下
佐
知
子

　

日
露
戦
争
で
は
、
日
本
に
数
多
く
の
ロ
シ
ア
人
捕
虜
が
移
送
さ
れ
た
。
日
本
は
自

国
が
欧
米
諸
国
の
よ
う
な
文
明
国
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
捕
虜
に
対
し
て

国
際
法
に
則
っ
て
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
、
ど
の
よ
う
に
接
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
は
名
古
屋
・
豊
橋
と
二
カ
所
に
収
容
所
を
も
つ
愛
知
県
の

事
例
を
中
心
に
収
容
所
の
実
態
と
捕
虜
を
取
り
巻
く
日
本
人
に
つ
い
て
の
資
料
紹
介

を
行
う
。

　
「
新
朝
報
」
は
、
豊
橋
市
の
地
方
紙
で
豊
橋
市
政
に
お
け
る
実
業
団
和
解
系
新
聞

で
あ
る
。
（
１
）

党
派
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
史
料
で
は
あ
る
が
、
豊
橋
で
発
刊
さ
れ
た
他

の
新
聞
が
管
見
の
限
り
な
い
た
め
バ
イ
ア
ス
に
気
を
つ
け
な
が
ら
利
用
し
た
い
。

　

一　

日
本
社
会
と
捕
虜

　

日
露
開
戦
前
後
か
ら
の
日
本
社
会
の
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
敵
が
い
心
の
高
揚
が
見

受
け
ら
れ
る
。

　

ロ
シ
ア
正
教
の
教
会
で
は
、

こ
こ
に
あ
る
の
が
ロ
シ
ア
の
教
会
で
は
な
く
完
全
に
日
本
の
教
会
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
ら
な
い
人
び
と
、
あ
る
い
は
わ
か
ろ
う
と
し
な
い
人
び
と
が
、
お

ろ
か
な
挙
動
に
走
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
当
分
は
鐘
を
鳴
ら
す
の
は

止
め
よ
う
と
思
う
。
（
２
）

と
、被
害
を
受
け
な
い
よ
う
に
教
会
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
を
や
め
る
判
断
を
し
て
い
た
。

そ
れ
以
外
に
も
、

か
れ
（
小
田
原
の
ワ
シ
リ
イ
薄
井
神
父
ー
筆
者
）
き
の
う
の
晩
八
時
す
ぎ
、

一
〇
人
ば
か
り
の
男
た
ち
が
小
田
原
の
教
会
を
襲
い
、
教
会
の
文
と
神
父
の

家
の
木
戸
を
壊
し
、
家
の
ま
わ
り
の
も
の
を
何
も
か
も
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
し

て
い
っ
た
と
い
う
。
（
３
）　

と
、
十
人
ほ
ど
の
男
が
小
田
原
の
教
会
を
襲
う
事
件
も
起
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
日

露
戦
争
の
初
期
の
段
階
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
開
戦
後
の
早
い
時
期
か
ら
、

敵
塁
占
領
後
我
兵
（
日
本
兵
ー
筆
者
）
は
三
々
五
々
仮
繃
帯
所
に
帰
り
来
り

各
兵
血
痕
淋
漓
を
負
傷
せ
る
戦
友
に
示
し
つ
つ
、
オ
イ
喜
べ
此
血
は
ロ
ス
ケ

の
血
だ
ぞ
貴
様
等
の
仇
を
討
つ
て
遣
つ
た
と
慰
め
た
り
。
（
４
）

の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
差
別
語
を
新
聞
中
で
も
使
用
し
て
い
る
。
以
上
三

つ
の
史
料
の
よ
う
に
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
悪
感
情
は
開
戦
を
期
に
悪
く
な
っ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
日
本
に
送
ら
れ
て
き
た
捕
虜
は
、
日
本
国
民
に
と
っ
て
は
見
物

の
対
象
で
あ
っ
た
。
松
山
の
収
容
所
で
は
、

慰
問
者
も
、
手
軽
に
慰
問
し
得
る
故
、
見
物
半
分
に
慰
問
す
る
者
多
く
、
各

慰
問
者
は
、
皆
な
煙
草
、
鶏
卵
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
の
慰
問
品
を
寄
贈
す
る

故
、
衣
食
の
給
養
豊
富
な
る
上
に
、
ま
た
此
の
寄
贈
あ
り
て
何
れ
も
欣
々
と

し
て
悦
び
つ
つ
あ
り
。
（
５
）

と
、
見
物
半
分
、
気
楽
に
「
慰
問
」
に
訪
れ
、「
慰
問
」
の
際
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど

の
寄
贈
が
あ
る
た
め
捕
虜
は
喜
ん
で
受
け
取
っ
て
い
る
と
し
た
。
こ
れ
が
慰
問
の
実

態
で
あ
っ
た
。
名
古
屋
の
収
容
所
で
も
、「
以
前
は
慰
問
名
義
で
見
物
か
た
が
た
の

面
会
を
認
め
て
い
た
が
頻
繁
で
、
現
在
相
当
な
も
の
を
持
っ
て
こ
な
い
と
受
け
付
け

て
い
な
い
」
（
６
）

と
見
物
か
た
が
た
の
慰
問
は
手
続
き
で
煩
雑
な
く
ら
い
訪
れ
て
お
り
、

相
当
な
慰
問
品
を
持
っ
て
こ
な
い
と
慰
問
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
日

本
社
会
に
は
、
捕
虜
を
見
物
す
る
人
が
大
量
に
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
上
、
捕
虜
の
神
経
を
逆
な
で
す
る
よ
う
な
こ
と
を
行
う
日
本
人
も
い
た
。
静

岡
で
は
、三

席
目
に
は
例
の
千
代
萩
御
殿
場
千
松
忠
死
の
場
を
旅
順
艦
隊
全
滅
に
作
り

換
へ
し
者
を
語
り
た
て
け
る
に
、
俘
虜
将
校
中
日
本
語
を
解
す
る
も
の
あ
り

て
、
大
に
怒
り
席
を
蹴
立
て
て
立
帰
り
発
起
者
に
質
問
書
を
発
し
た
る
よ
り

此
に
一
条
の
問
題
は
起
り
如
何
に
も
し
て
此
埒
を
丸
く
納
め
ん
と
苦
心
惨
憺

中
の
由
な
る
が
、（
後
略
ー
筆
者
）。
（
７
）

と
、
慰
問
の
義
太
夫
で
旅
順
艦
隊
全
滅
を
や
り
、
日
本
語
の
分
か
る
捕
虜
が
激
怒
し

て
、
演
者
が
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。
松
山
で
は
、
収
容
所
の
目
で
戦
捷
行
列
が
捕
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虜
収
容
所
の
あ
る
一
番
町
を
通
る
際
、

昨
日
（
一
九
〇
五
年
六
月
七
日
ー
筆
者
）
催
サ
レ
シ
松
山
市
内
学
校
聯
合
ノ

祝
捷
国
旗
行
列
ガ
一
番
町
ヲ
通
過
ス
ル
ニ
収
容
所
ノ
門
前
ニ
到
レ
バ
、
各
区

隊
必
ラ
ス
祝
捷
唱
歌
ヲ
始
メ
中
学
校
生
徒
ノ
如
キ
ハ
故
ラ
声
張
リ
上
ゲ
テ
万

歳
ヲ
唱
ヘ
タ
リ
。（
中
略
ー
筆
者
）
一
将
校
ハ
大
ニ
感
情
ヲ
害
シ
テ
曰
ク
、

日
本
教
育
者
ノ
浅
虜
驚
ク
ノ
外
ナ
シ
。
吾
人
ノ
前
ニ
故
ラ
ニ
唱
歌
セ
シ
ム
ル

ハ
、
之
レ
即
チ
吾
人
ヲ
軽
蔑
シ
恥
辱
ヲ
加
ヘ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
ヤ
。
吾

人
ヲ
軽
侮
シ
恥
辱
ヲ
加
ヘ
テ
彼
等
何
ノ
得
ル
所
ア
ル
カ
。
非
挙
妄
動
ヲ
敢
テ

シ
テ
一
時
ノ
快
ヲ
貪
ル
ガ
如
キ
ハ
、
教
育
者
ノ
最
モ
戒
ム
ベ
キ
所
ナ
ル
ニ
思

フ
。
（
８
）

と
、
中
学
生
に
わ
ざ
と
大
声
で
祝
捷
唱
歌
を
歌
わ
れ
万
歳
さ
れ
る
事
に
捕
虜
は
激
怒

し
、
将
校
は
抗
議
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
開
戦
当
初
か
ら
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
態

度
は
不
穏
当
で
、
か
つ
ロ
シ
ア
人
捕
虜
は
日
本
人
に
と
っ
て
は
見
せ
物
で
あ
り
、
侮

蔑
の
対
象
で
あ
っ
た
。

　

二　
「
文
明
国
」
日
本
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
が
と
ら
れ
て
い
た
か

　

当
時
の
日
本
で
は
、

征
露
の
意
を
寓
し
、
黒
鳩
を
射
貫
き
又
は
露
兵
の
首
を
吊
る
し
た
る
出
物
を

な
す
等
、
各
自
奇
警
を
競
ひ
種
々
に
趣
構
を
凝
ら
せ
る
模
様
な
る
も
、
露
国

を
侮
辱
せ
る
意
味
の
野
蛮
的
出
物
は
、
文
明
国
を
以
て
自
他
相
許
せ
る
我
国

の
体
面
を
汚
す
こ
と
尠
か
ら
ざ
る
を
以
て
其
筋
に
て
は
斯
か
る
出
物
は
断
然

禁
止
を
命
ず
る
方
針
な
れ
ば
（
後
略
ー
筆
者
）。
（
９
）

と
、
戦
捷
会
で
ロ
シ
ア
兵
の
首
を
つ
る
す
よ
う
な
野
蛮
な
出
し
物
を
行
う
事
を
禁
止

し
て
い
た
。
こ
の
点
は
日
清
戦
争
と
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
文
明
国
の
体

面
を
汚
さ
ぬ
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
よ
り
、
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ロ
シ
ア
に

屈
辱
的
な
出
し
物
を
行
う
雰
囲
気
が
日
本
社
会
に
は
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、俘

虜
輸
送
中
沿
道
人
民
心
得
方
訓
示
之
義
ニ
付
、
客
年
（
一
九
〇
四
年
ー
筆

者
）
十
一
月
十
六
日
付
ヲ
以
テ
依
命
及
通
達
候
処
、
爾
後
輸
送
指
揮
官
ヨ
リ

其
筋
ニ
報
告
ス
ル
処
ニ
ヨ
レ
バ
某
地
方
ニ
於
テ
ハ
群
衆
中
言
語
若
ク
ハ
動
作

ヲ
以
テ
俘
虜
ニ
対
シ
侮
蔑
ヲ
加
ヘ
、
甚
シ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
丁
年
以
上
ノ
者
ニ

シ
テ
土
砂
ヲ
投
シ
タ
ル
モ
ノ
多
数
有
之
趣
、
右
ハ
一
時
敵
愾
ノ
精
神
ニ
駆
ラ

レ
、
以
上
ノ
如
キ
暴
挙
ニ
出
ツ
ル
モ
ノ
ニ
可
有
之
、
遺
憾
ノ
次
第
ニ
候
条
、

左
記
ニ
依
リ
取
締
向
特
ニ
御
配
意
相
成
度
、
依
命
此
段
重
テ
及
通
達
候
也
。）
10
（

と
、
捕
虜
に
対
し
て
侮
辱
を
し
た
り
、
土
砂
を
投
げ
る
も
の
が
い
る
の
で
取
り
締
ま

る
よ
う
配
慮
し
て
欲
し
い
と
い
う
通
達
が
出
て
い
る
。
新
聞
に
も
三
度
も
同
内
容
の

記
事
が
、
新
聞
の
投
書
も
三
通
掲
載
さ
れ
た
。）
11
（

再
三
の
注
意
喚
起
の
記
事
は
、
日
本

社
会
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
住
民
に
対
す
る
説
諭
の
た
め
に
、

一
、
俘
虜
通
過
前
、
予
メ
役
場
吏
員
ヲ
シ
テ
沿
道
付
近
各
戸
ニ
付
、
其
貧
富

貴
賤
ノ
別
ニ
応
ジ
懇
篤
説
諭
ヲ
加
ヘ
シ
メ
、
特
ニ
出
征
軍
人
ノ
家
族
若
ク

ハ
遺
族
ニ
対
シ
不
心
得
ノ
コ
ト
ナ
キ
様
注
意
ヲ
加
フ
ル
事

二
、
学
校
生
徒
ニ
対
シ
テ
ハ
教
員
又
ハ
父
兄
等
監
督
ノ
任
ニ
当
ル
者
ヲ
シ
テ

訓
戒
ヲ
加
ヘ
シ
ム
ル
事
）
12
（

と
、
特
に
役
場
吏
員
を
住
民
の
説
得
に
当
た
ら
せ
、
出
征
軍
人
の
家
族
・
遺
族
に
は

不
心
得
な
者
が
な
い
よ
う
注
意
を
払
い
、
生
徒
に
対
し
て
は
教
員
や
家
族
が
指
導
を

行
う
こ
と
を
通
牒
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
文
明
国
ら
し
か
ら
ぬ
行
動
を
日
本
人
は

と
る
可
能
性
が
あ
り
、
政
府
は
そ
れ
を
抑
え
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
愛
知
県
に
捕
虜

が
来
る
以
前
か
ら
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
日
本
人
の
対
応
に
政
府
は
頭
を
い
た
め
る
と

こ
ろ
と
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
捕
虜
移
送
の
際
豊
橋
で
と
ら
れ
た
自
治
体
の
行
動

は
、「
文
明
国
」
日
本
の
取
っ
た
対
応
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
表
し
て
い
る
。

警
戒
に
は
井
田
豊
橋
署
長
が
数
十
名
の
正
服
及
び
角
袖
巡
査
を
指
揮
し
て
雑

沓
を
制
せ
る
等
、
非
常
の
強
力
に
て
、
其
他
浅
井
十
七
旅
団
副
官
宮
村
補
充

大
隊
副
官
皆
数
名
の
部
下
を
随
へ
て
出
張
し
、
豊
橋
憲
兵
分
隊
よ
り
も
殆
ん

ど
惣
出
に
て
警
戒
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
毫
も
紛
擾
な
か
り
し
は
幸
ひ
な
り
し
。
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（
後
略
ー
筆
者
））
13
（

　

と
、
出
迎
え
に
「
文
明
国
」
日
本
を
見
せ
る
た
め
に
必
要
と
考
え
た
の
は
数
十
人

の
警
察
官
・
憲
兵
の
出
動
で
あ
っ
た
。
移
送
の
際
に
は
、

昨
日
（
一
九
〇
五
年
三
月
六
日
ー
筆
者
）
俘
虜
の
来
た
時
に
豊
橋
停
車
場
前

で
雑
沓
を
制
す
る
御
役
人
の
御
骨
折
は
恐
れ
入
つ
た
が
、
一
人
笑
つ
た
者
が

あ
つ
て
、
ナ
ゼ
笑
つ
た
と
叱
ら
れ
横
ッ
面
を
撲
り
飛
ば
さ
れ
た
が
、
国
民
を

撲
り
飛
ば
す
程
に
俘
虜
を
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
理
由
は
何
処
に
あ

る
。）
14
（

と
、
役
人
の
骨
折
り
は
恐
れ
入
っ
た
が
、
住
民
で
笑
っ
た
者
を
殴
る
ほ
ど
捕
虜
を
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
住
民
は
捕
虜

の
尊
重
に
つ
い
て
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
説
諭
も
行
わ
れ
た
が
、
実
際
住
民
は

暴
力
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
た
。

　

他
に
も
、「
高
師
原
収
容
の
俘
虜
が
大
に
乱
暴
を
働
い
た
の
で
、
我
衛
兵
が
○
○

し
た
と
の
評
判
が
あ
る
」
と
、
高
師
原
の
捕
虜
が
乱
暴
を
働
い
た
等
の
噂
が
あ
っ
た

り
、）
15
（

「
豊
橋
祝
捷
会
の
当
日
中
、
ハ
リ
ス
ト
教
会
で
は
弔
旗
を
掲
げ
た
の
で
、
ク
ソ

縁
起
が
悪
い
滅
茶
々
々
に
ぶ
つ
こ
わ
し
て
仕
舞
へ
と
叫
ん
だ
連
中
も
あ
つ
た
。
教
会

の
意
志
那
辺
に
あ
り
し
か
」
と
、
ハ
リ
ス
ト
ス
教
会
が
弔
旗
を
あ
げ
た
こ
と
に
対
し

て
壊
し
て
し
ま
え
と
叫
ぶ
よ
う
な
雰
囲
気
）
が
あ
り
、）
16
（

ロ
シ
ア
人
捕
虜
や
ロ
シ
ア
正

教
会
を
め
ぐ
っ
て
日
本
社
会
が
緊
迫
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
日
露
開
戦
以

降
ず
っ
と
ロ
シ
ア
人
捕
虜
に
対
し
て
日
本
は
「
友
好
的
」
に
対
処
し
た
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
住
民
は
理
解
を
示
さ
な
か
っ
た
。

　

三　

自
由
散
歩
と
捕
虜
将
校

　

捕
虜
と
し
て
の
滞
在
中
、
一
部
の
ロ
シ
ア
人
捕
虜
か
ら

彼
（
セ
レ
ツ
キ
ー
ー
筆
者
）
曰
ク
、
予
ハ
已
ニ
年
老
タ
レ
ハ
必
要
ナ
シ
。
然

レ
ト
モ
、
多
数
ナ
ル
此
等
青
年
ノ
将
校
兵
卒
ニ
対
シ
テ
其
自
由
ヲ
与
ヘ
ラ
レ

サ
ル
ハ
、
是
日
本
政
府
ノ
酷
ナ
ル
ナ
リ
。
露
国
カ
先
年
土
耳
古
ト
戦
フ
ヤ
、

露
国
ニ
於
テ
ハ
陛
下
ヨ
リ
斯
ク
ノ
如
キ
自
由
ヲ
全
然
許
可
セ
ラ
レ
タ
リ
。（
中

略
）
願
ク
ハ
日
本
政
府
モ
亦
此
点
ニ
鑑
ミ
テ
唯
俘
虜
耳
ニ
許
ス
ノ
遊
郭
ヲ
開

カ
レ
タ
シ
。
聞
ク
日
本
下
士
卒
ノ
今
ヤ
露
国
ニ
ア
ル
モ
ノ
皆
此
自
由
ヲ
与
ヘ

ラ
レ
ア
リ
ト
。
自
分
（
檜
枝
通
訳
ー
筆
者
）
弁
シ
テ
曰
ク
、
欧
州
ニ
テ
ハ
然

ル
コ
ト
モ
ア
ラ
ン
。
然
レ
ト
モ
日
本
ニ
ハ
亦
日
本
ノ
気
質
ア
リ
。
到
底
君
等

ノ
希
望
ハ
遂
ケ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ラ
ン
。）
17
（

と
、
青
年
将
校
と
遊
郭
に
つ
い
て
、
捕
虜
の
遊
興
を
認
め
な
い
の
は
酷
で
あ
る
と
い

う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
即
座
に
通
訳
か
ら
、
捕
虜
専
門
の
遊
郭
を
作
る
こ
と

は
、
日
本
側
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
回
答
さ
れ
て
い
る
。

　

捕
虜
の
登
楼
つ
い
て
は
、
東
京
の
要
路
に
い
る
某
軍
人
は
、「
区
域
内
に
於
て
遊

興
を
試
む
る
は
、
取
締
規
則
の
禁
ず
る
所
に
非
ざ
れ
は
、
一
般
の
風
紀
に
弊
害
を
及

ぼ
さ
ざ
る
限
り
俘
虜
に
し
て
酒
食
の
巷
は
遊
び
心
中
の
憂
鬱
を
遣
る
が
如
き
は
必
ず

し
も
非
難
す
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
」）
18
（

と
、
捕
虜
の
遊
興
は
規
則
が
禁
止
す
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
の
で
、
風
紀
を
乱
さ
な
い
限
り
禁
止
は
出
来
な
い
と
述
べ
た
。
自
由
行
動

に
つ
い
て
は
、
豊
橋
捕
虜
収
容
所
長
の
談
話
も
同
様
で
、「（
捕
虜
の
自
由
散
歩
は
ー

筆
者
）
皆
国
際
公
法
に
基
き
我
政
府
よ
り
彼
等
俘
虜
に
付
与
し
た
る
機
能
の
範
囲
内

に
於
け
る
行
動
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
、
世
人
は
少
し
く
眼
界
を
広
く
し
て
戦
捷
国
民
た
る

ノ
態
度
を
彼
等
に
感
せ
し
め
ら
れ
た
る
も
の
な
り
」）
19
（

と
述
べ
て
お
り
、
捕
虜
の
登
楼

を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、住
民
も
大
き
な
視
野
で
捕
虜
の
行
動
を
見
て
ほ
し
い
。

こ
う
い
っ
た
大
き
な
視
野
で
見
る
根
拠
も
根
拠
は
国
際
法
遵
守
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
ロ
シ
ア
人
捕
虜
の
中
に
も
、

名
古
屋
捕
虜
中
将
ニ
キ
ー
チ
ン
は
、
流
石
に
之
（
登
楼
ー
筆
者
）
を
苦
々
し

く
思
つ
た
か
、
自
分
と
共
に
本
願
寺
東
別
院
に
居
る
所
の
副
官
始
め
、
諸
将

校
に
対
し
て
、
一
篇
の
諭
告
を
下
し
た
。
そ
れ
は
、

日
本
政
府
が
我
々
に
与
ふ
る
に
自
由
散
歩
の
厚
遇
を
以
て
す
る
は
実
に

感
謝
す
べ
き
事
な
り
、
然
れ
ど
年
少
気
鋭
の
者
、
勢
ひ
足
を
遊
里
等
に

入
れ
ん
か
、後
日
本
国
は
固
よ
り
列
国
に
聞
こ
え
し
と
き
の
面
目
如
何
、

況
ん
や
宣
誓
を
度
々
す
る
は
、
露
国
軍
人
の
面
目
を
汚
す
な
り
、
故
に

断
じ
て
自
由
散
歩
を
願
出
づ
可
か
ら
ず
。）
20
（
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と
、
登
楼
を
よ
く
思
わ
な
い
捕
虜
将
校
も
い
た
。
し
か
し
、
料
理
屋
で
遊
ば
な
か
っ

た
の
は
少
数
で
、

彼
等
（
ロ
シ
ア
人
捕
虜
ー
筆
者
）
の
中
に
も
、
全
然
料
理
店
に
遊
ば
ず
、
又

青
楼
に
近
づ
か
な
か
つ
た
人
も
あ
つ
た
が
、
此
等
は
、
甚
だ
少
数
で
あ
っ
た
。

（
西
本
願
寺
に
居
た
、
将
官
の
副
官
三
名
位
に
過
ぎ
な
か
つ
た
）
俘
虜
中
、

其
最
も
遊
楽
を
好
ん
だ
の
は
、
徳
源
寺
、
万
松
寺
、
大
龍
寺
の
青
年
将
校
等

で
あ
つ
た
。）
21
（

青
年
将
校
が
中
心
に
多
く
の
捕
虜
が
登
楼
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。

　

日
本
で
は
、
開
戦
直
後
か
ら
敵
が
い
心
が
高
揚
し
て
お
り
、
教
会
な
ど
が
襲
わ
れ

る
事
態
で
あ
っ
た
。
捕
虜
は
見
せ
物
で
あ
り
、
時
に
は
神
経
を
逆
な
で
す
る
よ
う
な

慰
問
ま
で
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
文
明
国
」
日
本
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
相
手
を

誹
謗
す
る
よ
う
な
暴
言
を
吐
い
た
り
、
戦
捷
記
念
の
行
列
に
ロ
シ
ア
兵
の
首
の
人
形

を
侮
蔑
し
つ
る
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
日
本
社
会
の
雰
囲
気
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
実
際
捕
虜
が
豊
橋
町
に
来
た
と
き
は
、
警
察
官
・
憲
兵
ら
に
厳
重
に

取
り
囲
ま
れ
、
捕
虜
を
見
て
笑
っ
た
と
い
う
こ
と
で
殴
打
さ
れ
る
。
自
由
散
歩
、
特

に
登
楼
に
つ
い
て
も
、
日
本
軍
と
し
て
は
風
紀
を
乱
さ
な
い
限
り
取
り
締
ま
れ
な
い

と
い
う
国
際
法
を
守
っ
た
上
の
立
場
で
の
「
優
遇
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
理
解
を
示
す
住
民
は
い
な
か
っ
た
。

（
豊
橋
市
美
術
博
物
館
学
芸
員
会
計
年
度
任
用
職
員
）
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